
 

尼崎市新図書館整備等事業 

新図書館開館準備等業務委託契約書（案） 

 

契約番号第       号 

令和  年   月   日 

 

委託者 尼崎市東七松町１丁目 23 番１号 

尼 崎 市 

代表者 尼崎市長 松 本   眞   印 

 

 

受託者 住所                 

 

 

氏名                印 

 

業務名 尼崎新図書館整備等業務における新図書館開館準備等業務 

履行場所 

契約金額                     

                                      うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 

                                円                      円 

委託の期間 

令和   年   月   日～令和   年   月   日 

契約保証金 

支払条件 

上記業務の委託について、委託者尼崎市と受託者               

           との間に次の条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこ

れを履行するものとする。 

 尼崎市新図書館整備等事業・開館準備等業務委託契約の証として、本書２通を作成し、

委託者及び受託者が記名押印のうえ各自１通を保有する。 

 

印 紙 

本市控用 
別冊７ 
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契約条項 

 

第１章 総則 

 

（本事業の目的等） 

第１条 本事業は、別紙１（委託業務の目的となる土地の範囲）の図面上で赤線で囲まれ

た範囲内に存する本施設の新築又はリニューアルについて、委託者が策定した「新図書

館整備等基本計画」におけるまちづくりのコンセプトや施設コンセプトの実現及びその

持続向上を目指し、多様な利用者や使用方法を意識し、市民意見も適切に取り入れなが

ら、空間と運営双方のあり方を考えた設計を行い、官民連携手法によってこれらを整備

し管理運営等することを目的とする事業である。 

２ 本事業は、本施設のうち新図書館及び大井戸公園の管理運営等業務、本施設の設計業

務、及びこれらに付随し、又は関連する一切の業務により構成されるものとする。 

３ 本契約における用語の定義は、別紙２（定義集）等本契約中に定めるほか、優先交渉

権者基本協定書による。 

 

（本契約の目的等） 

第２条 本契約は、委託業務における、委託者と受託者の役割と基本的合意事項について

定めるとともに、委託業務の実施に際しての条件を定めることを目的とする。 

２ 受託者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、その趣旨を尊重して委託業務

を行うものとする。 

３ 委託者は、本事業及び委託業務が民間事業者の創意工夫により、効率的かつ効果的に

実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。 

 

（委託業務の内容等） 

第３条 受託者は、委託業務として、別紙３（新図書館開館準備等業務の概要）記載の各

業務につき、別紙４（業務日程表）記載の業務日程に従い、法令及び業務水準を遵守の

うえ、自己の責任と費用負担において、これらの業務を遂行し、これらの業務に関する

一切の責任を負う。 

 

（委託業務遂行の指針） 

第４条 受託者は、法令及び業務水準に従って委託業務を遂行しなければならない。 

２ 委託者と受託者は、委託業務につき、本契約と共に、実施方針、実施方針等に関する

質問への回答、募集要項等及び募集要項等に関する質問への回答（その後の変更を含

む。）、提案書類、及び優先交渉権者基本協定書の定めは、すべて本契約の契約内容を構

成することを確認する。 

３ 前項記載の書類等の間に記載の齟齬がある場合、本契約、優先交渉権者基本協定書、



 

2 

 

募集要項等に関する質問への回答、募集要項等、実施方針等に関する質問への回答、実

施方針、提案書類の順にその解釈が優先する。ただし、提案書類と提案書類に優先する

書類等との間に齟齬がある場合で、提案書類に記載された業務水準が提案書類に優先す

る前項記載の書類等に記載されたものを上回るときは、その限度で提案書類の記載が優

先するものとする。 

４ 前項記載の同一順位の書類等の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、委託者の

選択によるものとする。ただし、提案書類の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、

委託者は、受託者と協議のうえ、かかる記載内容に関する事項を決定する。 

５ 受託者は、委託業務の遂行にあたっては尼崎市新図書館整備等事業における事業者を

特定するための審査委員会の意見及び委託者の要望事項を可能な限り受け入れて尊重

するものとする。 

 

（受託者が複数の構成法人等によるグループの場合の規律） 

第５条 受託者が複数の構成法人等によるグループのときは、受託者は、本契約締結まで

に構成法人等の中から管理運営代表構成員を１者選任しなければならない。 

２ 受託者は、本契約締結後直ちに、委託者に対し、書面により各構成法人等の担当業務

を届け出るものとし、この届出がされたときは、各構成法人等が委託者に対し負う本契

約上の責任は担当業務の範囲内にとどまるものとする。ただし、届出された担当業務で

は委託業務のすべての担当構成法人等が確定しないときは、その確定しない業務の担当

構成法人等は管理運営代表構成員とする。 

３ 管理運営代表構成員は、受託者の窓口役となり、委託者と受託者の意思疎通の円滑な

実施を実現する責務を負うとともに、受託者を構成する他の構成法人等が委託者に対し

て負担する本契約上の債務を連帯して負担する。 

 

（許認可、届出等） 

第６条 本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、受託者が自己の責任と

費用負担において取得・維持し、また、必要な一切の届出及び報告についても、受託者

が自己の責任と費用負担において作成し、提出するものとする。 

２ 受託者は、前項の許認可等の申請に際しては、委託者に事前説明及び事後報告を行う。 

３ 委託者は、受託者からの要請がある場合は、受託者による本契約上の義務を履行する

ために必要な許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協

力する。 

４ 受託者は、委託者からの要請がある場合は、委託者が本事業を遂行するために必要な

許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。 

５ 受託者は、許認可取得の遅延により増加費用が生じた場合、当該増加費用を負担する。

ただし、当該遅延が委託者の責めに帰すべき事由による場合は、委託者は合理的な範囲

で受託者に生じた増加費用を負担する。 
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（その他の総則規定） 

第７条 受託者は、委託業務を履行期間内に履行するものとし、委託者は、別紙５（委託

業務の対価及び支払条件）記載の委託料を別紙５（委託業務の対価及び支払条件）記載

の支払条件に従い支払うものとする。 

２ 受託者は、本契約に特別の定めがある場合及び委託者と受託者との協議により定めた

ものがある場合を除き、委託業務を完了するために必要な一切の手段をその責任におい

て定めるものとする。 

３ 受託者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

４ 本契約に定める委託者又は受託者による催告、請求、通知、報告、申出、届出、承認

及び解除は、書面により行わなければならない。 

５ 本契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。 

６ 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

７ 本契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の

定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。 

８ 本契約における期間の定めについては、民法（明治29年法律第89号）及び商法（明治

32年法律第48号）の定めるところによるものとする。 

９ 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

10 本契約に関する一切の紛争（裁判所の調停手続を含む。）については、日本国の裁判所

をもって第一審の専属的合意管轄裁判所は神戸地方裁判所とする。 

11 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委託者は、本契約に基づく全て

の行為を当該共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して

行った本契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものと

みなす。 

12 前項の場合において、受託者は、委託者に対して行う本契約に基づく全ての行為につ

いて、共同企業体の代表者を通じて行わなければならない。 

 

第２章 委託業務の履行等 

 

（管理運営等統括責任者等） 

第８条 受託者は、委託業務全般を統括する責任者として管理運営等統括責任者、及び館

長を定めなければならない。なお、管理運営等統括責任者及び館長は変更することはで

きないものとする。ただし、病気・事故・死亡・退職等特別な事情により、その者を配

置できない事態となった場合には、受託者はその者と同等の能力を有するものを選任し、

委託者の承諾を得なければならない。 

２ 管理運営等統括責任者は館長を兼ねることができ、統括代理人は管理運営等統括責任

者及び館長を兼ねることができる。 
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３ 管理運営等統括責任及び館長は、受託者との間にて、雇用関係にある者であって、館

長は就任時に図書館司書の資格を有する者でなければならず、管理運営等統括責任者又

は館長である間、受託企業との間にて雇用関係にある者であって、館長は図書館司書の

資格を継続して保有していなければならない。 

４ 受託者は、委託者に対し、本契約締結後７日以内に、管理運営等統括責任者及び館長

につき、委託者が定める資格・経験等を証する書類を添付のうえ、その名称及び連絡先

等を届け出なければならない。管理運営等統括責任者又は館長を変更したときも、同様

とする。 

 

（業務計画表の提出） 

第９条 受託者は、本契約締結後14日以内に業務水準に従って本年度分の業務計画表を作

成し、来年度以降の各年度の業務計画表は各年度開始前１か月以上前に業務水準に従っ

て各年度の業務計画表を作成し、それぞれ委託者に提出しなければならない。 

２ 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画表を受理した日から７日以内

に、受託者に対してその修正を請求することができる。 

３ 委託者は、本契約の変更により履行期間又は業務水準が変更された場合において、必

要があると認めるときは、受託者に対して業務計画表の再提出を請求することができる。

この場合において、第１項中「本契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」

と、「各年度開始前１か月以上前」とあるのは「当該請求があった日から14日以内」と、

各読み替えて前２項の規定を準用する。 

４ 業務計画表は、委託者及び受託者を拘束するものではない。 

 

（契約上の地位及び権利義務の譲渡等） 

第10条 受託者は、本契約上の地位及び本契約に基づいて生じる権利又は義務を第三者に

譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ委託者

の承認を得たときは、この限りでない。 

２ 受託者は、前項ただし書の承認を受けて委託料に係る債権を譲渡した場合は、その譲

渡により得た資金を委託業務の履行に必要な経費以外に使用してはならず、また、当

該資金の使途を明らかにする書類を委託者に提出しなければならない。 

３ 第１項ただし書の承認があった場合においては、受託者は、委託者が指定する事項を

その第三者に遵守させるための措置を講じなければならない。 

 

（知的財産権の譲渡等） 

第10条の２ 受託者は、委託業務の内容に成果物の作成が含まれる場合においては、その

成果物（委託業務の内容にその電磁的記録の作成が含まれているときは、当該電磁的記

録及び当該電磁的記録を記録した記録媒体を含む。以下同じ。）に係る知的財産権（著作

権（著作権法（昭和45年法律第48号）第27条及び第28条に規定する権利を含む。）、特許
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権、実用新案権、意匠権、商標権その他知的財産に関して法令により定められた権利、

これらの権利を取得し、又は登録等を行う権利その他これらの権利に類する権利をいう。

以下同じ。）について、委託者及び受託者が協議して別に定める場合を除き、当該成果物

の引渡し時に委託者に無償で譲渡する。 

２ 前項の場合において、受託者は、委託者及び受託者が協議して別に定めるものを除き、

成果物について、委託者及び委託者の指定する第三者に対して、著作者人格権を行使し

ない。 

３ 受託者は、第１項の規定により譲渡された著作権について委託者が著作権法第77条の

著作権の登録を行うときは、これに協力するものとする。 

４ 第１項の場合において、受託者は、成果物に係る第三者の知的財産権を侵害しないこ

とを保証する。 

 

（調査等） 

第11条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の委託業務の処理状況につき、必

要な調査をし、又は受託者に報告を求めることができる。 

 

（一括再委託の禁止） 

第12条 受託者は、委託業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはなら

ない。 

２ 受託者は、委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あ

らかじめ委託者の承認を得なければならない。 

３ 委託者は、受託者に対し、委託業務の一部を委託し、又は請け負わせた者の商号、名

称その他必要な事項の通知を請求することができる。 

４ 受託者は、委託者から前項の請求があったときは、遅滞なく、請求のあった事項を委

託者に通知しなければならない。 

５ 第 10条第３項の規定は、第２項の承認があった場合について準用する。 

６ 受託者は、第２項の第三者からのさらなる委託等二次以下の再委託をさせてはならな

い。ただし、受託者が委託者に対し、真にやむを得ない理由を書面により説明し、委託

者が承認した場合はこの限りでない。 

 

（契約保証金） 

第13条 受託者は、本契約の締結と同時に、契約金額（単価契約の場合にあっては、その

契約単価に予定数量を乗じて得た額の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算し

て得た額。以下この条において同じ。）の100分の５に相当する額以上の契約保証金を納

付しなければならない。ただし、委託者が特に必要がないと認める場合は、この限りで

ない。 

２ 前項の規定にかかわらず、受託者が次の各号のいずれかに該当する保証を付したとき
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は、同項の契約保証金の納付は要しない。 

⑴ 尼崎市財務規則（昭和39年尼崎市規則第24号）第125条に規定する有価証券等の提供 

⑵ 本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑶ 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関（出資の

受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和29年法律第195号）第３条に規

定する金融機関をいう。）又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律

（昭和27年法律第184号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。）の保証 

⑷ 本契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結

による保証 

３ 前項の保証は、その保証金額又は保険金額を契約金額の100分の５以上としなければ

ならない。 

４ 受託者が第２項第２号から第４号までに掲げる保証のいずれかを付す場合は、当該保

証は、第18条（違約金）第２項各号に規定する法律に基づき同項各号に掲げる者が行う

本契約の解除による損害についても保証するものでなければならない。 

５ 受託者は、第２項第４号の保証に付したときは、当該履行保証保険契約に係る保証証

券を委託者に寄託しなければならない。 

６ 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の５に達す

るまで、委託者又は受託者は保証の額の増額又は減額を請求することができる。 

 

（委託業務内容の変更等） 

第14条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の内容を変更し、又は委託業務

の履行を一時中止させることができる。 

２ 前項の場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者と協議して、委

託業務の変更内容を書面に定め、又は契約金額（単価契約の場合にあっては、その契約

単価（変更があった場合にあっては、変更後の契約単価）、契約金額に変更があった場合

にあっては変更後の契約金額。以下この条及び第20条（受託者の解除権）第１項第２号

において同じ。）若しくは履行期限を変更しなければならない。 

３ 受託者は、次条（事故発生理由書の提出等）第２項の規定による履行期限の延長又は

前項の規定による委託業務の内容、契約金額若しくは履行期限の変更の協議が整った場

合において、本契約を変更する必要があるときは、委託者が指定する日から５日以内に、

委託者が指定する変更契約書又は請書を委託者に提出しなければならない。 

４ 受託者は、第１項の規定による委託業務の履行の一時中止があった場合において、損

害を受けたときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。 

 

（事故発生理由書の提出等） 

第15条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により履行期限内に委託業務を完

了することができないおそれがあるときは、直ちに、その理由及び委託業務を完了する
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ことができる時期等を記載した書面を委託者に提出しなければならない。 

２ 委託者は、前項の規定による書面の提出があった場合においては、その事実を調査し、

正当な理由があると認めるときは、委託者が必要と認める範囲において、履行期限を延

長することができる。 

 

（成果物の引渡し） 

第15条の２ 受託者は、委託業務の内容に成果物の作成が含まれる場合において、その委

託業務を完了したときは、直ちに、その成果物を委託者に引き渡さなければならない。 

２ 前項の規定による成果物の引渡しは、第24条（成果報告等）第２項（同条第３項後段

において準用する場合を含む。）の検査に合格した時に完了するものとする。 

３ 成果物の所有権は、前項の引渡しの完了をもって委託者に移転するものとする。 

 

（危険負担） 

第16条 成果物の引渡しの完了前に生じた一切の損害は、受託者の負担とする。 

 

（委託者の解除権等） 

第17条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、受託者に対して相当

の期間を定めてその履行その他の是正（以下「履行等」という。）を求める旨の催告をし、

その期間内に履行等がなされないときは、本契約を直ちに解除することができる。ただ

し、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照ら

して軽微であるときは、この限りでない。 

⑴ 正当な理由なく所定の期日までに委託業務に着手しないとき。 

⑵ 履行期間内に、委託業務を完了しないとき又は委託業務を完了する見込みがないと

認められるとき。 

⑶ 第10条（権利義務の譲渡等）第２項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の内

容の書類を提出したとき。 

⑷ 前各号に掲げる場合のほか、受託者が本契約に違反したとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、

直ちに、本契約の解除をすることができる。 

⑴ 第10条（権利義務の譲渡等）第１項の規定に違反し、第三者に委託料に係る債権を

譲渡し、又は承継させたとき。 

⑵ 第10条（権利義務の譲渡等）第２項の規定に違反し、委託料に係る債権の譲渡によ

り得た資金を委託業務の履行に必要な経費以外に使用したとき。 

⑶ 本契約の締結又は履行について不正があったとき。 

⑷ 本契約上の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

⑸ 本契約上の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履

行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは本契約をし
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た目的を達することができないとき。 

⑹ 委託業務の性質又は委託者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行

しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をし

ないでその時期を経過したとき。 

⑺ 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、受託者が前項の催告

をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明ら

かであるとき。 

⑻ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号

に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）が経営に実質的に関与していると認められる

者に委託料債権を譲渡したとき。 

⑼ 受託者が第20条（受託者の解除権）の規定によらないで本契約の解除を申し出たと

き。 

⑽ 受託者（受託者が複数の構成法人等のグループ又は共同企業体であるときは、その

構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはそ

の役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。

以下この号において同じ。）が暴力団員であると認められるとき。 

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

認められるとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。 

カ 再委託契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約（以下「再委託契約等」

という。）に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りな

がら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方として

いた場合（カに該当する場合を除く。）に、委託者が受託者に対して当該再委託契約

等の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。 

⑾ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する事項に該当すると

き。 

⑿ 国税、地方税その他公課の滞納処分又は強制執行を受けたことにより本契約の目的

を達することができないとき。 

⒀ 受託者が尼崎市契約事務における公正な職務執行を確保するための手続等に関す
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る要綱（平成23年８月１日施行）第４条第１項に規定する不当行為者に認定されたと

き。 

⒁ 労働関係法令の重大な違反をしたとき。 

⒂ 受託者と本契約に基づき履行すべき業務に係る下請等契約又は労働者派遣契約を

締結した者が労働関係法令の重大な違反をした場合において、委託者が受託者に対し

て、当該下請等契約又は労働者派遣契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかった

とき。 

３ 委託者は、前２項の規定により本契約を解除した場合において、受託者に生じた損失

があっても、これを一切補償しないものとする。 

４ 第１項各号又は第２項各号に掲げる事項が委託者の責めに帰すべき事由によるもので

あるときは、委託者は、第１項又は第２項の規定により本契約を解除することができな

い。 

５ 委託者は、第１項又は第２項の規定により本契約を解除する場合において、受託者（受

託者が複数の構成法人等のグループ又は共同企業体であるときは、その代表者。以下こ

の項において同じ。）の所在を確認できないときは、委託者の事務所にその旨を掲示する

ことにより、受託者への通知に代えることができるものとする。この場合におけるその

効力は、その掲示の日から10日を経過したときに生ずるものとする。 

 

（違約金） 

第18条 受託者は、次のいずれかに該当する場合においては、委託者が別に定めるときを

除き、契約金額（単価契約の場合にあっては契約単価（変更があった場合にあっては、

変更後の契約単価）に各予定数量を乗じて得た額の合計額に消費税及び地方消費税相当

額を加算して得た額、契約金額に変更があった場合にあっては変更後の契約金額。第20

条（受託者の解除権）第１項第２号を除き、以下同じ。）の100分の５に相当する額（そ

の額に１円未満の端数があるときは、これを切り上げた額）を違約金として委託者の指

定する期間内に支払わなければならない。ただし、委託者に生じた損害の額が当該違約

金の額を超えるときは、受託者は、直ちに、その超える金額を委託者に支払わなければ

ならない。 

⑴ 前条（委託者の解除権等）第１項又は第２項の規定により本契約が解除された場合 

⑵ 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託

者の債務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第２号に該当するものとみなす。 

⑴ 受託者（受託者が複数の構成法人等によるグループ又は共同企業体であるときは、

その構成員。以下この項において同じ。）について破産手続開始の決定があった場合に

おいて、破産法（平成16年法律第75号）の規定により選任された破産管財人 

⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年

法律第154号）の規定により選任された管財人 
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⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年

法律第225号）の規定により選任された再生債務者等 

３ 第１項の規定は、同項各号に掲げる場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして受

託者の責めに帰することができない事由により生じたものであるときは、適用しない。 

４ 第１項の場合（前条（委託者の解除権等）第２項第８号又は第10号に該当することを

理由として本契約が解除された場合を除き、第２項の規定により第１項第２号に該当す

るものとみなされる場合を含む。）において、第13条（契約保証金）第１項の規定による

契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、その

契約保証金又は担保をもって第１項の違約金に充当し、なお不足があるときは、契約代

金をもってこれに充当することができる。ただし、契約保証金の納付又はこれに代わる

担保の提供が行われていないときは、委託料をもって当該違約金に充当することができ

る。 

５ 第１項の場合において、受託者が複数の構成法人等によるグループ又は共同企業体で

あるときは、その構成法人等又は構成員は、同項の違約金を連帯して委託者に支払わな

ければならない。受託者が既にグループ又は共同企業体を解散しているときは、その構

成法人等又は構成員であった者についても同様とする。 

 

（委託者の任意解除権） 

第19条 委託者は、業務が完了しない間は、第17条（委託者の解除権等）に規定するほか、

必要があるときは、本契約を解除することができる。 

２ 委託者は、前項の規定により本契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたと

きは、その損害を賠償しなければならない。 

３ 前項の規定により賠償すべき額は、委託者と受託者とが協議して定める。 

 

（受託者の解除権） 

第20条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の解除をすることがで

きる。 

⑴ 委託者の都合による本契約の履行の遅延又は一時中止の期間が、３月以上又は履行

期間の３分の１以上に達したとき。 

⑵ 第14条（委託業務内容の変更等）第１項の規定により委託業務の内容を変更する場

合において、本契約の変更により契約金額が３分の２以上減少することとなるとき。 

⑶ 委託者が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となったとき。 

２ 受託者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害を受けたときは、

その損害の賠償を委託者に請求することができる。 

３ 第１項各号に掲げる場合が受託者の責めに帰すべき事由により生じたものであるとき

は、受託者は、同項の規定による契約の解除をすることができない。 
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（解除に伴う措置） 

第21条 受託者は、本契約が解除された場合において、委託者より受領した資料や情報が

あるときは、受託者の責任と費用において、委託者にその複製を含め返還しなければな

らず、その返還ができない場合には、受託者において廃棄しなければならない。 

２ 受託者が前項に違反して、委託者に損害が生じた場合には、委託者に生じた損害を賠

償しなければならない。 

 

（談合行為に対する措置） 

第22条 受託者は、本契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10

分の２に相当する額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り上げた額）を

違約金として委託者の指定する期間内に委託者に支払わなければならない。本契約の履

行完了後においても、同様とする。 

⑴ 公正取引委員会が、受託者に対し、次のいずれかに該当する命令を行い、当該命令

が確定したとき。 

ア 独占禁止法第７条第１項又は第２項の規定による命令（不当な取引制限）又は不

当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約に係る

命令に限る。 

イ 独占禁止法第８条の２第１項又は第３項の規定による命令（不当な取引制限に相

当する行為又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは

国際的契約に係る命令に限る。ウにおいて同じ。） 

ウ 独占禁止法第８条の２第２項において準用する独占禁止法第７条第２項の規定に

係る命令 

⑵ 公正取引委員会が、受託者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８

条の３において読み替えて準用する場合を含む。）又は第７条の９第１項若しくは第

２項の規定による命令を行い、当該命令が確定したとき。 

⑶ 受託者（受託者が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従

業者）が刑法（明治40年法律第45号）第96条の６又は第198条の規定による有罪判決を

受け、当該判決が確定したとき。 

⑷ その他本契約に係る入札に関して、受託者が前各号の規定による違法な行為を行っ

たことが明らかになったとき。 

２ 委託者は、受託者が前項各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除す

ることができる。 

３ 受託者が複数の構成法人等によるグループ又は共同企業体である場合については、第

１項各号及び第２項中「受託者」とあるのは、「受託者の構成法人等又は受託者たる共同

企業体の構成員」として、前２項の規定を適用する。 

４ 第17条（委託者の解除権等）第３項の規定は、第２項（前項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）の規定により本契約が解除された場合について準用する。 
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５ 第１項の場合において、委託者に生じた損害の額が同項の違約金の額を超えるときは、

受託者は、直ちに、その超える金額を委託者に支払わなければならない。 

６ 第18条（違約金）第４項及び第５項の規定は、第１項及び前項の場合について準用す

る。 

 

（労働環境の確保等） 

第23条 受託者は、労働関係法令（労働基準法（昭和22年法律第49号）、最低賃金法（昭和

34年法律第137号）その他の労働、雇用又は社会保険に関する法令をいう。以下同じ。）

を遵守しなければならない。 

２ 受託者は、尼崎市公共調達基本条例第３条に規定する基本方針に基づく公共調達に関

する取組に協力しなければならない。 

３ 委託者は、本契約に基づき履行すべき業務（次に掲げる業務を含む。）に従事する労働

者（労働基準法第９条に規定する労働者をいい、同居の親族のみを使用する事業又は事

業所に使用される者及び家事使用人を除く。以下「対象労働者」という。）から、尼崎市

公共調達基本条例第19条第１項の規定による通報又は同条第２項の規定による相談（以

下「特定通報等」という。）その他の労働関係法令の違反に係る通報又は相談があったと

きは、受託者又は下請負者等（第１号の下請等契約により同号の業務を行う者又は第２

号の労働者派遣契約により同号の業務に従事させるため労働者を派遣する者をいう。以

下同じ。）における労働関係法令の遵守状況につき、受託者に報告を求めることができる。 

⑴ 下請等契約（下請の契約、再委託の契約その他これらに準ずる契約により、本契約

に基づき履行すべき業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委託することを内容とす

る契約をいう。以下同じ。）に基づき当該第三者が履行すべき業務 

⑵ 労働者派遣契約（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関

する法律（昭和60年法律第88号）の規定により自己の雇用する労働者を第三者のため

に本契約に基づき履行すべき業務に従事させることを内容とする契約をいう。以下同

じ。）に基づき当該労働者が従事すべき業務 

４ 委託者は、受託者又は下請負者等が労働関係法令を遵守していないと思料する場合に

おいて、特に必要があると認めるときは、その旨を都道府県労働局長その他の関係機関

に通報するものとする。 

５ 委託者は、第３項の規定による要求に対する受託者からの報告があった場合において、

前項の規定による通報をするときは、必要に応じ、当該通報に係る都道府県労働局長そ

の他の関係機関に対し、当該報告により得られた情報を提供することができる。 

６ 受託者は、対象労働者が特定通報等その他の労働関係法令の違反に係る通報又は相談

をしたことを理由として、当該対象労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをして

はならない。 

７ 受託者は、下請等契約又は労働者派遣契約を締結するときは、その相手方と次の各号

に掲げる事項について合意しなければならない。 
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⑴ 労働関係法令を遵守すること。 

⑵ 労働関係法令の遵守状況に係る報告を求められたときは、速やかにこれに応ずるこ

と。 

⑶ 前号の要求に応じて報告した事項が委託者に報告されることを承認すること。 

⑷ 労働関係法令を遵守していないと委託者が思料する場合には、委託者がその旨を都

道府県労働局長その他の関係機関に通報することを承認すること。 

⑸ 第２号の求めに応じて報告した事項が委託者から都道府県労働局長その他の関係

機関に提供されることを承認すること。 

⑹ 対象労働者が特定通報等その他の労働関係法令の違反に係る通報又は相談をした

ことを理由として、当該対象労働者に対し解雇その他の不利益な取扱いをしてはなら

ないこと。 

⑺ 当該下請等契約又は労働者派遣契約を締結した者が労働関係法令の重大な違反を

したときは、受託者は当該下請等契約又は労働者派遣契約を解除できること。 

⑻ 当該下請等契約を締結した者（当該者がさらに下請等契約又は労働者派遣契約を締

結した場合のその相手を含む。）がさらに下請等契約又は労働者派遣契約を締結する

ときは、その相手方と前各号に掲げる事項について合意すべきこと。 

 

（成果報告等） 

第24条 受託者は、委託業務を完了したと思料するときは、直ちに、委託業務の成果を委

託者に報告しなければならない。 

２ 委託者は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告を受けた日から10日以内

に、業務水準に定めるところにより、委託業務の完了を確認するための検査を行わなけ

ればならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、その期間を15日まで延長する

ことができる。 

３ 受託者は、前項（この項において準用する場合を含む。以下同じ。）の検査に合格しな

いときは、直ちに、必要な措置を講じて、委託業務を完了させなければならない。この

場合においては、前２項の規定を準用する。 

４ 第２項の規定による検査に要する費用は、受託者の負担とする。 

 

（委託料の支払） 

第25条 受託者は、前条（成果報告等）第２項の規定による検査に合格したときは、別紙

５（委託業務の対価及び支払条件）記載の条件に従って、委託者に対して委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 委託者は、前項の規定による受託者からの委託料の適法な請求を受けたときは、当該

請求を受けた日から30日以内に委託料を支払うものとする。ただし、やむを得ない理由

があるときは、その期間を45日まで延長することができる。 

３ 委託者がその責めに帰すべき理由により前条（成果報告等）第２項に規定する期間内
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に検査をしないときは、当該期間が満了した日の翌日から同項の規定による検査を完了

した日までの日数は、前項に規定する期間の日数から差し引くものとする。 

 

（履行遅滞に係る延滞違約金等） 

第26条 受託者は、履行期限内に委託業務を完了することができなかったときは、履行期

限の翌日から起算して委託業務を完了した日までの日数に応じ、１日につき、契約金額

の1000分の１に相当する額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り上げた

額）の延滞違約金を委託者に支払わなければならない。ただし、本契約及び取引上の社

会通念に照らして受託者の責めに帰することのできない事由によるものであるときは、

この限りでない。 

２ 第18条（違約金）第４項及び第５項の規定は、前項の場合について準用する。 

３ 受託者は、委託者の責めに帰すべき理由により前条（委託料の支払）第２項の規定に

よる委託料の支払が遅延したときは、委託者に対して、政府契約の支払遅延防止等に関

する法律（昭和24年法律第256号）第８条の規定により指定された率による遅延利息の支

払を請求することができる。 

 

（業務従事者災害等） 

第27条 受託者は、委託業務の履行に関し生じた受託者の委託業務従事者の災害等につい

ては、全責任を持って措置し、委託者は何ら責任を負わない。 

 

（委託者に対する損害賠償責任等） 

第28条 受託者は、受託者が委託業務の実施に際し委託者に損害を与えたときは、直ちに、

その損害を賠償しなければならない。ただし、本契約及び取引上の社会通念に照らして

受託者の責めに帰することのできない事由によるものであるときは、この限りでない。 

２ 第18条（違約金）第４項及び第５項の規定は、前項の規定により受託者が支払うべき

損害賠償金について準用する。 

 

（第三者に対する損害賠償責任） 

第29条 受託者は、委託業務の履行に関し第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償

しなければならない。 

２ 受託者は、委託業務の履行に関し第三者との間に紛争を生じさせた場合においては、

直ちに、委託者にその旨を通知するとともに、自己の責任と負担で当該紛争を解決する

ものとする。この場合において、委託者が損害を被ったときは、受託者は、当該損害を

賠償しなければならない。 

 

（遅延利息）  

第 30 条 受託者は、その責めに帰すべき理由により、本契約に基づき支払うべき金銭をそ
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の指定された支払期限までに支払わないときは、当該金銭について、当該支払期限の翌

日から支払のあった日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８

条の規定により計算した利息を委託者に支払わなければならない。 

２ 第 18条（違約金）第４項及び第５項の規定は、前項の場合について準用する。 

 

（相殺） 

第 30 条の２ 受託者が委託者に対して金銭債権を有する場合において、委託者が受託者

に対して金銭債権を有するときは、委託者は、これらの金銭債権について相殺すること

ができる。 

２ 前項の場合において、受託者が委託者に対して有する金銭債権の総額が、委託者が受

託者に対して有する金銭債権の総額に満たないときは、同項の規定による相殺の充当の

順序は、委託者が指定する。 

３ 前項の場合において、委託者が第 1 項の規定による相殺の意思表示をしたときは、受

託者は、速やかに、その相殺後の残額を委託者に支払わなければならない。 

 

（業務水準不遵守による対価の減額） 

第 30 条の３ 委託者が、委託業務について、業務水準を客観的に満たしていない事項が存

在することを確認した場合、委託者は、受託者に対して支払う委託料の金額を、業務水

準の未達の程度に応じて減額できるものとする。なお、受託者は、委託者の判断に対し、

意見を述べることができ、委託者がこれを合理的であると判断した場合は、減額をせず、

又は減額する委託料の金額を変更することができる。 

 

第３章 法令変更及び不可抗力 

 

（法令変更に係る通知の付与及び協議） 

第31条 受託者は、本契約締結後に法令が変更されたことにより、業務水準で提示された

条件に従って本契約を履行できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに委託者に対し

て通知しなければならない。 

２ 委託者は、本契約締結後に法令が変更されたことにより、本契約上の義務の履行がで

きなくなった場合、その内容を、直ちに受託者に対して通知する。 

３ 前２項の場合において、委託者及び受託者は、当該通知が発せられた日以降、本契約

に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限

りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、委託者及び受託

者は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならな

い。 

４ 委託者及び受託者は、第１項及び第２項の通知を受領した後速やかに、業務日程及び

業務水準等の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、協議開始の日から30
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日以内に業務水準等の変更について合意が成立しない場合は、委託者が法令変更に対す

る対応方法を受託者に対して通知し、受託者はこれに従い委託業務を継続する。ただし、

当該法令変更により、委託者が委託業務の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行

のために多大な費用を要すると判断した場合には、当該協議を経ることなく次条（法令

変更による契約解除）の定めに従う。 

 

（法令変更による契約解除） 

第32条 事業期間内において、前条（法令変更に係る通知の付与及び協議）第４項本文の

協議を経るか否かにかかわらず、本契約の締結後における法令変更により、委託者が委

託業務の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると

判断した場合、委託者は、受託者と協議のうえ、本契約の全部又は一部を解除すること

ができる。 

 

（法令変更による追加費用及び損害の扱い） 

第33条 法令変更により、委託業務につき、構成企業に合理的な追加費用又は損害が発生

した場合、当該追加費用又は損害の負担は、本契約に別段の規定がある場合を除き、別

紙６（法令変更による追加費用及び損害の負担）に従う。ただし、本条における損害に

は、構成企業の逸失利益は含まない。 

 

（不可抗力に係る通知の付与及び協議） 

第34条 受託者は、不可抗力により、業務水準で提示された条件に従って本契約を履行で

きなくなった場合、その内容の詳細を直ちに委託者に通知しなければならない。 

２ 委託者は、本契約締結後に生じた不可抗力により、本契約上の義務の履行ができなく

なった場合、その内容を、直ちに受託者に対して通知する。 

３ 前２項の場合において、委託者及び受託者は、当該通知が発せられた日以降、当該不

可抗力による履行不能の範囲において、本契約に基づく履行期日における履行義務を免

れる。ただし、委託者及び受託者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対

応手順に従い、早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限

にするよう努力しなければならない。 

４ 委託者及び受託者は、第１項及び第２項の通知を受領した後、業務水準等の変更につ

いて協議する。かかる協議にもかかわらず、協議開始の日から30日以内に業務水準等の

変更について合意が成立しない場合は、委託者が不可抗力に対する対応方法を受託者に

対して通知し、受託者はこれに従い委託業務を継続する。ただし、当該不可抗力により、

委託者が委託業務の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用

を要すると判断した場合には、当該協議を経ることなく次条（不可抗力による契約解除）

の定めに従う。 
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（不可抗力による契約解除） 

第35条 事業期間内において、前条（通知の付与及び協議）第４項本文の協議を経るか否

かにかかわらず、本契約の締結後における不可抗力により、委託者が本業務の継続が困

難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、委託

者は、受託者と協議のうえ、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

 

（不可抗力による追加費用及び損害の扱い） 

第36条 不可抗力により、本業務につき、受託者に合理的な追加費用又は損害が発生した

場合、当該追加費用又は損害の負担は、本契約に別段の規定がある場合を除き、別紙７

（不可抗力による追加費用及び損害の負担）に従う。ただし、本条における損害には、

受託者の逸失利益は含まない。 

 

第４章 雑則 

 

（公租公課の負担） 

第37条 本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、すべて受

託者の負担とする。委託者は、受託者に対して対価及びこれに対する消費税等を支払う

ほか、本契約に関連するすべての公租公課について本契約に別段の定めある場合を除き

負担しないものとする。 

 

（文書の保管・保存及び情報公開） 

第38条 受託者は、委託業務を実施するに当たり作成し、又は取得した文書（以下「対象

文書」という。）を適正に管理し、保存しなければならない。 

２ 対象文書の範囲及び保存期間については、受託者と協議の上、委託者が定める。 

３ 委託者は、対象文書について、尼崎市情報公開条例に基づく公開請求があった場合に

は、受託者に対し、当該文書を提出するよう求めることができ、受託者はこれに従わな

ければならない。 

 

（変更等の届出） 

第39条 受託者は、その住所又は氏名（法人にあっては、名称若しくは主たる事務所の所

在地又はその代表者の氏名）を変更したときその他委託者が別に定める場合は、速やか

に、その旨を委託者に届け出なければならない。 

 

（人権尊重努力義務） 

第40条 受託者は、尼崎市人権文化いきづくまちづくり条例（令和２年尼崎市条例第３号）

に定める事業者や市民等の責務を遵守し、事業者にあっては「責任あるサプライチェー

ン等における人権尊重のためのガイドライン」（令和４年９月13日ビジネスと人権に関



 

18 

 

する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏まえて、人権尊重

に取り組むよう努めるものとする。 

 

（個人情報・データの取扱い） 

第41条 受託者は、委託業務を遂行するに当たり、個人情報及びデータを取り扱うに当た

っては、別紙８（個人情報・データ取扱特記事項）に従う。 

 

（定めのない事項等の処理） 

第42条 本契約に定めのない事項及び疑義がある事項については、法令の定めるところに

よるほか、委託者と受託者とが協議して定める。 

 

以 上 
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別紙１ 委託業務の目的となる土地の範囲 

【管理運営法人等にて、地積測量図等基点表示のある図面を使用して、委託業務の対

象となる土地の範囲を赤線で囲み作成すること。作成後、市の了承の上確定させる

こと。】 



 

20 

 

別紙２ 定義集 

本契約において使用する用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 

(1) 「委託業務」とは、別紙３（新図書館開館準備等業務の概要）記載の各業務を総称

していう。 

(2) 「委託料」とは、別紙５（委託業務の対価及び支払条件）記載の契約金額の委託業

務の対価をいう。 

(3) 「管理運営代表構成員」とは、受託者を構成する複数の構成法人等のうち受託者の

代表者となる構成法人等をいう。 

(4) 「業務水準」とは、本契約、優先交渉権者基本協定書、実施方針、実施方針等に関

する質問への回答、募集要項等、募集要項等に関する質問への回答又は提案書類（解

釈に当たっての優先順位については第４条（解釈等）による。）に記載された、委託

業務の実施に当たり受託者が履行すべき給付の内容及びその給付が満たすべき水

準をいい、本契約に基づいて受託者が履行すべき給付の内容及びその給付が満たす

べき水準が変更された場合には、変更後の内容及び水準をいう。 

(5) 「独占禁止法」とは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年

法律第 54号）をいう。 

(6) 「不可抗力」とは、本契約締結後に生じた暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、

落盤、騒乱、暴動、その他の自然的又は人為的な事象であって、委託者及び受託者

のいずれの責めにも帰すことのできない事由であり、法令の変更以外のものをいう。 

(7) 「不当な取引制限」とは、独占禁止法第２条第６項に規定する不当な取引制限をい

う。 

(8) 「法令」とは、法律、政令、省令、条例、規則、告示、並びに国又は地方公共団体

の通達、ガイドライン及び公的な解釈その他これらに準ずるものをいう。 

(9) 「本契約」とは、尼崎市新図書館整備等事業・新図書館開館準備等業務委託契約を

いう。 

(10) 「本事業」とは、尼崎市新図書館整備等事業をいう。 

(11) 「本施設」とは、別紙１（委託業務の目的となる土地の範囲）の図面上で赤線で囲

まれた範囲内に存する、大井戸公園、大井戸公園内に新築される尼崎市新図書館、

大井戸公園南北側の外周歩道、並びに大井戸公園東側の武庫之荘南部区画第 172号

線及び市道第 390号線をいう。 

(12) 「履行期間」とは、本契約所定の委託契約の期間をいう。 

以上 
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別紙３ 新図書館開館準備等業務の概要 

 

１ 設計業務に関する助言・連携業務 

 

２ 新図書館開館準備業務 

(1) 以下の業務計画書等の作成業務 

ア 新図書館等管理運営基本計画 

イ 新図書館等管理運営実施計画 

ウ 管理運営等業務着手届 

エ 管理運営等統括責任者届 

オ 館長及び各業務実施責任者届 

カ 主任担当者届 

キ 協力事業者届 

ク 毎年度の業務報告書 

ケ その他委託者の指定する書類 

(2) 委託者が求める資料の作成や指定管理料参考見積書の提出等の支援業務 

 

３ 北図書館指定管理者及び委託者との協議・調整、及びこれらの者からの引継ぎ業務 

 

４ 大井戸公園周辺の活性化検討業務 

(1) 北図書館跡地等活用方策検討業務 

(2) 公共空間活用検討業務 

 

５ 関係者協議会組成及び支援業務 

 

６ その他１から５の業務に付随し、又は関連する業務一切 
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別紙４ 業務日程表 

【契約締結までに事業者と協議の上、確定して記入する。】 
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別紙５ 委託業務の対価及び支払条件 

【事業者提案を踏まえ、確定後記載する。】 
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別紙６ 法令変更による追加費用及び損害の負担 

 

法令の変更により受託者に生じた合理的な追加費用又は損害は以下の１及び２のいず

れかに該当する場合には委託者が負担し、それ以外の法令変更については受託者が負担す

る。 

 

１ 本業務に直接影響を及ぼす法令の変更 

２ 消費税及び地方消費税の変更に関するもの（税率の変更を含む。） 

 

ただし、委託者が負担すべき追加費用又は損害があるときは、受託者は、当該追加費用

及び損害の内訳を記載した書面にこれを証する書類を添えて委託者に請求する。 
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別紙７ 不可抗力による追加費用及び損害の負担 

 

１ 追加費用及び損害が受託者に生じた場合 

 

履行期間中に不可抗力事由が生じた場合、本業務につき、当該不可抗力に起因して受託

者に生じた合理的な追加費用額及び損害額の合計額が累計で、契約金額（消費税等相当額

を含む。以下、本別紙において同じ。）の 100分の１に至るまでは受託者が負担し、これを

超える額については委託者が負担する。ただし、受託者が不可抗力事由の発生により保険

金を受領した場合、受託者に生じた合理的な追加費用額及び損害額の合計額から当該保険

金額を控除し、控除後の金額について、契約金額の 100分の１に至るまでは受託者が負担

し、これを超える額については委託者が負担する。 

 

 

 

２ 損害が第三者に生じた場合 

 

履行期間中に不可抗力事由が生じ、本業務につき、当該不可抗力に起因して第三者に損

害が発生した場合、累計で、契約金額の 100 分の１に至るまでは受託者が負担し、これを

超える額については委託者が負担する。ただし、受託者が不可抗力事由の発生により保険

金を受領した場合、当該損害の合理的な損害額から当該保険金額を控除し、控除後の金額

について、契約金額の 100分の１に至るまでは受託者が負担し、これを超える額について

は委託者が負担する。 
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別紙８ 個人情報・データ取扱特記事項 

 

（総則） 

第１条 受託者は、個人情報及びデータの保護の重要性を認識し、委託業務を実施するに

当たっては、個人及び委託者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報及びデー

タを適切に取り扱わなければならない。 

（定義） 

第２条 この特記事項において、「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律（平成１

５年法律第５７号。以下「個人情報保護法」という。）第２条第１項に規定する個人情報

及び死者に関する情報（死者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月

日その他の記述等により特定の死者を識別することができるもの（他の情報と容易に照

合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含

む。）をいう。）をいう。 

２ この特記事項において、「情報システム」とは、尼崎市情報セキュリティ対策基準第

１章２（３）に規定する情報システムを、「データ」とは、同章２（６）に規定するデ

ータをいう｡ 

（取得の制限） 

第３条 受託者は、委託業務を行うために個人情報を取得するときは、委託業務の目的を

達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

（安全管理措置に係る義務） 

第４条 受託者は、個人情報保護法第６６条第２項の規定に鑑み、委託業務に関して知り

得た個人情報又は当該業務に関するデータ（以下「本件個人情報等」という。）について、

その漏えい、滅失、き損、改ざん及び委託者が認める場所外への無断持出し（以下「情

報漏えい等」という。）の防止その他個人情報又はデータの安全管理のために必要かつ適

切な措置（以下「安全管理措置」という。）を講じなければならない。 

２ 受託者は委託業務を行うに際し、当該委託業務に従事する従業員及び当該委託業務

の作業場所を特定しなければならない。 

３ 受託者は委託業務を行うに際し、本件個人情報等を日本国外に持ち出してはならな

い。 

４ 受託者は、本件個人情報等について安全管理措置を講じるにあたっては、「個人情報

の保護に関する法律についてのガイドライン（行政機関等編）」及び「個人情報の保護

に関する法律についての事務対応ガイド（行政機関等向け）」に定める安全管理措置に

関する事項を遵守しなければならない。 

（秘密の保持） 

第５条 受託者は、個人情報その他委託業務の履行に際して知りえた秘密を他に漏らして

はならない。この契約期間満了後及びこの契約の解除後においても、同様とする。 

（利用又は提供の禁止） 
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第６条 受託者は、委託者の許可がある場合を除き、本件個人情報等を、この契約の履行

目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複写又は複製の禁止） 

第７条 受託者は、委託者の許可がある場合を除き、本件個人情報等を複写し、又は複製

してはならない。 

（事故等発生時における報告義務等） 

第８条 受託者は、委託業務に関する第４条第１項の規定に基づく安全管理措置を講じて

いないこと、本件個人情報等に係る情報漏えい等の事故が発生したこと又は当該事故が

発生するおそれがあること（以下「事故等」という。）を知ったときは、速やかに、委託

者にその旨を通知し、委託者の指示を受けるとともに、遅延なく、事故等の状況を書面

により委託者に報告しなければならない。 

２ 委託者は、事故等があった場合において必要があると認めるときは、受託者の名称、

事故等の内容その他必要と認める事項について公表することができる。 

（従事者への指導等） 

第９条 受託者は、委託業務に従事している者及び従事していた者（派遣労働者、契約社

員その他の正社員以外の労働者を含む。以下同じ。）に対し、本件個人情報等の内容をみ

だりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用させないために必要な措置を講じなければ

ならない。 

２ 受託者は、委託業務に従事している者に対して、本件個人情報等の保護に関し必要

な事項を周知し、又は教育をしなければならない。 

３ 受託者は、委託者から前項の規定による周知又は教育の実施状況の報告を求められ

た場合には、当該実施状況等を書面により委託者に報告しなければならない。 

４ 受託者は、委託者が必要と認めるときは、委託業務に従事している者を個人情報又

はデータの取扱いに関する研修（委託者が実施するものその他の委託者が指定するも

のに限る。）に参加させなければならない。 

５ 受託者は、委託者に対して、委託業務に従事している者及び従事していた者の全て

の行為及びその結果について、責任を負うものとする。 

（個人情報等の受領） 

第１０条 受託者は、委託業務の履行上、委託者から本件個人情報等の提供がある場合は、

様式第１号「個人情報及びデータ等受領証兼複製申請書」を委託者に提出しなければな

らない。 

（データ等の持出し） 

第１１条 受託者は、委託業務の履行上、やむを得ずこの契約による業務に関するデータ

を委託者の管理する情報システムの外部に持ち出す場合は、様式第２号「データ等借用

申請書」を提出し、委託者の許可を受けなければならない。 

２ 前項に規定する場合は、そのデータを持ち出す際に、暗号化等の措置を行うととも

に、様式第３号「情報持出管理簿」に記録し、この契約の終了の際及び委託者の求め
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に応じて、これを委託者に提出しなければならない。 

（データ等の持込み） 

第１２条 受託者は、委託業務の履行上、外部から委託者の管理する情報システムにデー

タ等を持ち込み、作業を行う場合は、様式第４号「データ持込申請書」を提出し、委託

者の許可を受けなければならない。 

２ 前項に規定する場合には、最新のパターンファイルが適用されたウイルス対策ソフ

ト等によりデータ等にコンピュータウイルス等の不正プログラムが書き込まれてい

ないことを確認したうえで、様式第５号「ウイルス検査済証明書」を提出しなければ

ならない。成果物としてデータを委託者に引き渡す場合その他委託業務に関して受託

者がデータを委託者に引き渡す場合も、同様とする。 

（個人情報等の返還等） 

第１３条 受託者は、委託業務に関して委託者から提供を受け、又は自らが取得し、若し

くは作成した本件個人情報等は、この契約終了後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡

さなければならない。ただし、委託者が別に指示したときは、この限りでない。 

２ 前条第２項の規定は、前項の規定により委託者にデータを返還し、又は引き渡す場

合について、準用する。 

（廃棄等） 

第１４条 受託者は、委託者の許可がある場合を除き、委託業務に関するデータを保有す

る必要がなくなったときは、これを確実かつ速やかに消去しなければならない。この場

合において、受託者は、データを消去した日から１４日以内に、様式第６号「データ消

去証明書」を委託者に提出しなければならない。 

２ 受託者は、委託業務の履行上、委託者から記録媒体等の廃棄指示があった場合は、

これを確実に物理的に破壊し、又は全ての記録を復元不可能な状態に消去した後に廃

棄し、その破壊し、又は廃棄した日から１４日以内に、様式第７号「廃棄証明書」を

委託者に提出しなければならない。 

（第三者に再委託する場合の措置） 

第１５条 受託者は、委託者の承認を得て委託業務の一部を第三者に再委託を行おうとす

る場合において、その再委託を行う業務内容に本件個人情報等の取扱いが含まれるとき

は、当該第三者においてその再委託に係る業務に関する本件個人情報等の取扱いに係る

安全管理措置が講じられることを、その再委託契約の締結前に確認し、書面によりその

内容を委託者に報告しなければならない。 

２ 受託者から再委託を受けた業務に関してさらに第三者に再委託（それ以降の再委託

も含む。以下「再々委託等」という。）が行われる場合において、その再々委託等を行

う業務内容に本件個人情報等の取扱いが含まれるときは、受託者は、当該再々委託等

を行う者に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。 

⑴ 再々委託等を行うことについて、受託者を通じて委託者の承認を得ること。 

⑵ 再々委託等の契約の締結前に、当該再々委託等を受ける者において当該再々委託
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等に係る業務に関する本件個人情報等の取扱いに係る安全管理措置が講じられる

ことを確認し、書面によりその内容を委託者に報告すること。 

第１６条 再委託又は再々委託等が行われる場合は、受託者は、再委託又は再々委託を行

う者に対し、この特記事項と同等以上の再委託先又は再々委託先遵守義務を定める規定

をその再委託又は再々委託等に係る契約に規定させなければならない。 

２ 受託者は、再委託先及び再々委託先に対し、この特記事項に定める受託者の義務（そ

の性質上受託者のみが負うべきものを除く。）を遵守させなければならない。 

３ 受託者は、委託者に対して、再委託先及び再々委託先の全ての行為及びその結果に

ついて、責任を負うものとする。 

（書類の提出） 

第１７条 受託者は、契約締結時に、委託者が委託業務に関して定める事項を記載した様

式第８号「誓約書」を委託者に提出しなければならない。 

２ 受託者は、委託業務に従事する者に対し、委託業務に従事させる前に、氏名、従事

を開始する日、従事を終了する日その他委託者が委託業務に関して定める事項を記載

した様式第９号「確認書」を提出させ、その確認書の写しを委託者に提出しなければ

ならない。 

（調査等） 

第１８条 委託者は、必要があると認めるときは、本件個人情報等の取扱いについて、調

査を行い、又は受託者に報告を求めることができる。 

２ 受託者は、前項の調査に協力し、及び同項の報告の求めに応じなければならない。 

（監査等） 

第１９条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務に関して必要なセキュリティ

対策が確保されていることその他本件個人情報等の適正な取扱いについて、監査し、又

は受託者に改善を求めることができる。 

２ 受託者は、前項の監査に協力し、及び前項の改善の求めがあった場合は適切な措置

を講じなければならない。 

（定期報告） 

第２０条 受託者は、本件個人情報等の取扱いの状況（再委託先及び再々委託先における

状況を含む。）について、原則として、年１回以上、定期的に報告しなければならない。

ただし、契約期間が１年に満たない場合は、この限りでない。 

（委託者の指示、法令等の遵守） 

第２１条 受託者は、この特記事項に定める義務を履行するに当たり、仕様書等において

その履行の方法等について委託者の指示があるときは、これに従わなければならない。

ただし、委託者が別に承認したときは、この限りでない。 

２ 前各条及び前項に定めるもののほか、受託者は、個人情報保護法、行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）、尼崎市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年尼崎市条例第９号）、尼
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崎市情報セキュリティ対策基準その他の個人情報の保護及び情報セキュリティに関

する関係法令（尼崎市の条例等を含む。）及び仕様書等の定めを遵守しなければならな

い。 

（契約解除等） 

第２２条 委託者は、受託者がこの特記事項に違反したときは、委託業務の全部又は一部

を解除することができる。 

２ 委託者は、前項に規定する場合において、本契約を解除したときは、これにより受

託者に損失が生じた場合においても、これを一切補償しないものとする。 

３ 事故等が個人情報保護法第６８条第１項に規定する場合に該当するときは、同条第

２項の規定による本人への通知に要する費用その他事故等により委託者に必要とな

った事務に要した費用（第三者への損害賠償を含む。）については、委託者に対して賠

償しなければならない。 

４ 前項に規定するもののほか、受託者は、この特記事項に違反したことにより委託者

に損害を与えた場合は、委託者に対してその損害を賠償しなければならない。 

５ 事故等の発生により第三者に損害を与えた場合は、受託者は、当該第三者に対し、

その損害を賠償しなければならない。 

 

以 上  
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